
〇解体廃棄物の運搬・処分の手続きの流れについて 

 

  

※ 裏面もご覧ください。 

お知らせ（解体廃棄物運搬・処分申請者の皆様へ） 

大規模半壊・中規模半壊・半壊 

申請者 施工業者 いわき市

相談の受付期間
令和５年12月４日（月）

～令和６年１月31日（水）

解体の相談

〇現地確認には本人または代理
人の方に立ち会っていただく必
要があるため、事前に業者と日
程調整を行ってください。

業者との日程調整

○解体費に係る見積り作成のた
めの現地調査を依頼します。
○見積り作成については、「ア
スベスト事前調査費」が別途必
要となりますので留意ください。

損壊家屋等の確認

〇解体業者が決定したら、業者
から現地調査の日程等の確認の
ため連絡があります。

業者選定・現地調査の連絡

〇解体範囲等の確認を行っていただくため、立会いをお願いします。
〇見積額が提示されますので、解体工事を実施するかどうか決めてくだ
さい。【解体工事費は全額自己負担になります】
〇解体を決めましたら、「損壊家屋等の解体工事予約書」２部に両者が
署名・押印していただきます。
○解体を実施しない場合でも、見積り作成に係る「アスベスト事前調査
費」は発生します。

現地調査・解体工事の予約

申請書の受付期間
令和６年１月９日（火）

～２月29日（木）

申請書の提出

〇書類の追加提出を依頼する場
合があります。

書類審査

〇市が申請書及び添付書類を確
認し、解体に着手してよいと判

断されれば、「損壊家屋等の解

体廃棄物の運搬・処分決定通知
書」を送付します。

決定通知書発行

〇決定通知書記載の施工日程は
あくまで目安です。業者のスケ

ジュール等によって実際の施工

日は前後する可能性があります。

決定通知書受取

解体撤去工事

〇解体完了の確認を行っていただくため、立会いをお願いします。
〇解体が完了したら、30日以内に「浄化槽使用廃止届出書」を市（生
活排水対策室経営企画課）へ提出してください。

完了立会い

〇解体業者が、「取り壊し証明
書」を送付します。

取り壊し証明書発行

〇取り壊し証明書は、建物の滅
失登記、「被災者生活再建支援
金」の申請に使用してください。
※ 詳細は裏面を参照。

取り壊し証明書受取

〇解体工事費を業者へ直接支
払ってください。

解体工事費の支払い

〇業者から提出される完了報告、
施工前後写真等を確認し、運

搬・処分費を業者へ支払います。

運搬・処分費の支払い

解体工事費受領（申請者から）
運搬・処分費受領（市から）

申請から約２週間（見込）

解体撤去報告書

依頼

相談から最大で約２週間後（見込）に業者から日程調整の連絡があります。



〇解体工事前に行っておくこと 

１ 電気、電話（引き込み線の撤去）、ガス、上下水道の解除 

※ 上水道については、着工前に水道局（水道局営業課 給水装置係 TEL:0246-

22-9304）へ給水装置の撤去工事申請を行ってください。 

２ 家具・家電等室内残存物の撤去 

３ 便槽（浄化槽汚泥）の汲み取り 

４ その他施工業者が指示する事項 

〇解体工事完了後に行うこと 

１ 「浄化槽使用廃止届出書」の提出 

解体後 30日以内に市役所本庁舎６階（生活排水対策室 経営企画課 TEL:0246-

22-7519）へ提出してください。 

２ 建物の滅失登記 

解体した建物の滅失登記は、解体後１ヶ月以内に解体事業者から発行される

「取り壊し証明書」を福島地方法務局いわき支局（登記部門 TEL:0246-23-1729）

へ提出し、ご自身で滅失登記の手続きをお願いします。 

３ 「被災者生活再建支援金」の申請（対象者のみ） 

支援金の申請には、解体完了後に解体事業者から発行される「取り壊し証明書」

が必要となります。詳細は、保健福祉課 TEL:0246-22-7612 にお問い合わせくだ

さい。 

〇注意事項 

１ 災害により「大規模半壊」「中規模半壊」「半壊」の判定を受けた家屋等のう

ち、生活環境の保全上、やむを得ず解体する家屋等が申請の対象となります。 

２ 建物以外（地下工作物、塀、擁壁等）、建物の一部解体、修繕後の家屋等につ

いては、解体廃棄物の運搬・処分の支援の対象となりません。 

３ 申請時から通知等の送付先・連絡先に変更があった場合は、下記連絡先まで速

やかにご連絡をお願いします。 

 

 

 

 

 

 
 問合せ先 いわき市 生活環境部 ごみ減量推進課 

TEL:0246-22-1283 
 


